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ははじえに 

北海道馬鈴しょ協議会では新品種開発に関する課題を、研究機関に数多く委託しております。これら委

託課題の成果として、ポテトサラダ用の「さらゆき」・「きたすずか」、ポテトチップス用の「ハロームーン」・「し

んせい」、そして生食用の「ゆめいころ」が挙げられます。第Ⅳ期事業において（令和４年度から）、新品種

の早期普及や、各産地における馬鈴しょの生産振興に向けた試験助成に取り組み始めましたので、それら

事業について紹介させていただきます。 

新品種の早期普及に向けた取り組み（種馬鈴しょ増殖・新品種試作事業） 

 馬鈴しょ生産においては、原原種生産からの計画的な種馬鈴しょ増殖の取り進めが必要です。しかし、ジ

ャガイモシストセンチュウ類の発生地域拡大等に伴い、既存品種の種馬鈴しょ生産を維持することで手一

杯で、新品種に興味があっても新品種の種馬鈴しょ生産に手を出せず、普及が進まない悪循環が懸念さ

れます。そこで、新品種の種馬鈴しょ生産リスクを協議会がサポートし、早期普及につなげる取り組みを検

討し、具体的には、新品種の原種を確保し、新品種に興味を持っている産地へ無償配布する仕組みを構築

しました。早期普及を促す観点より、配布する原種は一足飛びに一般ほへ作付けすることを前提としており

ますが、作付拡大を目指すために採種ほを設置することも可能です。原種を一般ほに作付する事に関して

は、“新品種＝ジャガイモシストセンチュウ類抵抗性品種”の早期普及の観点から、農林水産省や種苗管

理センターにも了承を得た取り組みです。今回、ジャガイモシストセンチュウ感受性品種の作付がまだ多い

生食用馬鈴しょをターゲットとし、令和３年２月に北海道の優良品種に認定された「ゆめいころ」の早期普及

に取り組むこととしました。 

 「ゆめいころ」の原原種は令和４年から生産が開始され、同年２０９袋/２０ｋｇの原原種が配布されており

ます。その内、１３６袋/２０ｋｇが本事業用の令和５年度原種ほ設置に向け使用される予定です。当初は原

原種６６袋/２０ｋｇを用いた原種ほ（６０a）の設置【６００袋/２０ｋｇの原種生産・配布】を計画しておりました

が、各産地から多くの配布要望を受けたことで、種苗管理センターや原種ほ設置委託産地とも協議、了承

を得られたことから、現時点では原種ほ設置計画を１３０a に増加し、原種の生産・配布数量をできる限り増

やす体制としております。計画以上の原原種の配布に尽力いただいた種苗管理センターならびに設置面積

増を了承いただいた委託産地には、この場をお借りして御礼申し上げます。令和６年度の原種要望につき

ましても、令和５年２月２４日付の文書にて取りまとめの連絡をさせていただいておりますとおり、令和５年

度の要望を踏まえ、原種ほ設置計画は８０a から１４０a に増反しております。いずれにおきましても、作柄等

によっては要望数量を満たせない可能性もありますので、その点はあらかじめご了承願います。また、当事

業は、令和５年産原種～令和８年産原種までの４年間を想定した計画を立てておりますが、産地要望や普

及度合いなどを考慮して期間の短縮も考えておりますこと、合わせてご理解願います。 
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第Ⅳ期事業における新規事業について紹介します 

 はじめに 

 

北海道馬鈴しょ協議会だより 



表 「ゆめいころ」の早期普及に向けた委託原種生産計画 

 
R５年産 R６年産 R7 年産 

当初計画 現計画 当初計画 現計画 当初計画 現計画 

設置原種ほ ６０a １３０a ８０a １４０a ８０a 未定 

原種出来高 

（袋：２０ｋｇ） 
６００袋 １，３００袋 ８００袋 １，４００袋 ８００袋 未定 

 

地区・JA が主導で進める各種試験等に係る支援 

馬鈴しょを取り巻く課題はとても多く、品種開発（新品種）だけでは解決できない問題も多々あります。ま

た、試験研究機関の力だけでは全ての課題に取り組めない現状もあります。そこで、馬鈴しょの生産振興

および面積拡大に向け、地区・各産地が自ら改善に取り組むことが期待されることから、それら試験等に掛

かる費用の一部を協議会が助成し、取り組みの促進をはかることとしました。 

本事業で助成対象とする取り組み例は以下のとおりです。 

 

①収量や品質等の課題に対し、栽培条件等を変えた比較試験 

②新品種の導入に向けた品種比較試験、栽培体系の検討 

③キズ・打撲の低減に係る試験 

④気象変動に対応した栽培技術検討 

⑤労働力軽減、コスト低減に向けた試験 

⑥貯蔵時の発芽抑制、品質保持に係る試験 

⑦協議会の委託試験結果、普及奨励、指導参考等の産地実証試験 

⑧種馬鈴しょの小粒化に向けた産地実証試験 

⑨種馬鈴しょプレカット実証試験 

⑩ミニチューバ-等を利用した安定生産技術の検証    など 

 

助成額は、ほ場を使用する試験は１０千円/a、１区上限は１０a とし、全体上限は５０a（５００千円）です。

これに試験内容に応じた「諸経費（試験実施のため特別に購入が必要なもの）」の加算も含められますが、

一般的な生産に掛かる資材・労働費等は助成対象としておりません。また、ほ場を使用しない試験につい

ては、上限５００千円で費用実費見合としておりますが、固定資産となるような機器は助成対象としておりま

せん。（いずれも税抜額） 

本事業に参画いただく際は、事前に試験計画書を協議会事務局へ提出し、承認を得ていただきます。試

験終了後には結果報告書を提出いただき、得られた結果（成果）は情報共有することを基本としております。 

令和４年度は、５JA から申請のありました下記６課題を対象としております。 

①品種比較試験（JA ようてい） 

 新品種「ゆめいころ」と既存品種「男爵薯」を対象とし、生育・収量調査を実施し、販売先の評価を確認 

②畦間散布の防除効果確認試験（JA めむろ） 

 馬鈴しょの軟腐病防除に対する畦間散布の効果を確認 
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③土壌タイプ別における品種の適応性確認試験（JA めむろ） 

 新品種「しんせい」をはじめ、加工用馬鈴しょ５品種・系統の地域適応性を確認 

④品種比較試験（JA こしみず） 

 ジャガイモシロシストセンチュウ抵抗性の 3 品種を対象とし、生育・収量調査を実施 

⑤加工用馬鈴しょにおける簡易選別出荷試験（JA 士幌町） 

 簡易選別出荷の導入が生産者の収穫労働力及び販売収入、JA の受入作業に与える影響を調査 

⑥加工用馬鈴しょにおける高窒素肥料を用いた栽培試験（JA ところ） 

 高窒素肥料を用いて減肥とコスト低減を図り、慣行栽培と比較して省力化や施肥効果を確認 

 

 

【別添】 

● 新品種の普及促進事業について（令和５年２月２４日） 

● 「地区・JA が主導で進める各種試験等に係る支援」実施要領（令和３年１１月９日） 














